
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ソ
フ
ト
ロ
ー
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
問
題
点

　
－
異
状
死
と
S
I
D
S
に
関
連
し
て
ー

澤

口

聡

子

ソフトローの取り扱いに関する問題点

一
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
定
義

ニ
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
現
況

三
　
医
療
に
お
け
る
規
制

四
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
等
か
刑
事
手
続
き
及
ひ
民
事
手
続
き
に
お
い
て
使
用
さ
れ

　
た
事
例

五
　
医
療
に
お
け
る
カ
イ
ト
ラ
イ
ン
の
有
効
性
に
つ
い
て

六
　
異
状
死
ガ
イ
ト
ラ
イ
ン
と
S
I
D
S
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
比
較

七
　
結
　
語

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
定
義

　
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
は
、
法
的
拘
束
力
が
あ
り
、
最
終
的
に
裁
判
所
で
履
行
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
社
会
的
規
範
で
あ
り
、
ソ
フ
ト
ロ
ー

と
は
、
法
的
な
拘
束
力
が
な
い
社
会
的
規
範
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
≦
ま
幕
象
四
で
は
、
．
、
ω
o
ヰ
　
冨
≦
、
、
は
、
「
↓
冨
　
貯
R
ヨ
　
．
．
ω
o
津
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一
簿
≦
、
、
同
亀
R
ω
8
ρ
自
霧
一
－
一
①
鵬
巴
一
昌
ω
＃
q
ヨ
Φ
艮
ω
乏
竃
o
げ
α
o
⇒
o
酔
び
聖
．
o
簿
房
、
一
〇
鵬
巴
ン
．
σ
ぎ
α
ぎ
鵬
8
零
ρ
o
コ
く
ゴ
o
ω
o
σ
ぎ
α
ぎ
鵬
脇
o
肖
①

凶
ω
ω
o
ヨ
①
≦
『
象
、
、
≦
臼
ぎ
『
、
、
夢
四
＝
跨
①
ぴ
ヨ
α
営
瞬
8
『
8
0
P
声
9
ロ
o
＝
簿
＝
四
ヨ
o
津
①
コ
8
筥
轟
馨
①
α
≦
一
併
『
oD
o
｛
二
簿
≦
げ
賓
び
ぎ
α
冒
鵬

お
8
畦
①
α
O
肝
㊤
喰
．
渉
巽
α
一
”
≦
．
、
、
・
↓
ゴ
①
辞
震
ヨ
．
．
ω
o
津
一
餌
≦
、
．
一
ω
巴
ω
o
o
津
①
＝
⊆
o。
①
α
8
α
o
ω
R
一
ぴ
①
く
鋤
ユ
o
＝
ω
開
ぎ
α
o。
o
噛
9
』
餌
ω
一
1
一
①
鵬
巴

ぎ
ω
け
毎
ヨ
①
三
ω
一
．
．
8
α
o
ω
9
8
旨
α
信
9
、
、
曽
．
、
鵬
＝
こ
①
一
ぎ
①
ω
．
、
な
．
8
ヨ
ヨ
ニ
巳
s
賦
○
霧
．
、
な
．
霧
江
o
＝
巳
餌
霧
日
o
一
⊆
α
ぎ
⑯
鋤
鴇
⇒
血
餌
．
、

o
叶
2
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
明
確
な
定
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
際
法
の
分
野
で

の
定
義
を
引
く
と
、
「
正
当
な
立
法
権
限
に
も
と
づ
き
創
設
さ
れ
た
規
範
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
法
的
拘
束
力
を
持
た
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
1
】

実
践
的
な
効
果
を
有
し
う
る
、
行
動
に
係
る
規
範
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
2
］

　
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
の
相
違
は
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

ソ
フ
ト
ロ
ー
U

（
1
）
　
法
的
拘
束
力
の
な
い
学
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
公
的
指
針
、
宣
言
な
ど
で
あ
る
が
、
私
的
指
針
と
は
異
な
り
、
実
効
性
の
あ
る

　
　
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
短
期
的
に
変
化
を
予
定
す
る
可
変
的
な
も
の
で
あ
り
、
迅
速
か
つ
柔
軟
な
性
質
を
有
す
る
。

（
3
）
　
具
体
的
規
範
と
し
て
、
法
令
を
補
完
す
る
も
の
と
言
え
る
。
医
療
関
係
の
基
本
法
の
具
体
的
内
容
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
や
ガ
イ
ド

　
　
ラ
イ
ン
に
任
せ
る
こ
と
が
妥
当
と
な
る
。

（
4
）
　
科
学
的
開
放
的
な
手
続
保
障
を
必
要
と
し
、
特
に
患
者
と
の
協
議
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

（
5
）
　
弱
い
制
裁
（
除
名
、
戒
告
、
公
表
な
ど
）
の
下
に
実
効
性
を
有
す
る
。

（
6
）
　
原
動
力
は
自
立
と
自
治
で
あ
る
。

ハ
ー
ド
ロ
ー
”

（
1
）
　
法
的
拘
束
力
の
あ
る
法
令
、
条
例
、
法
的
指
針
で
あ
る
。
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長
期
的
に
維
持
す
べ
き
固
定
的
な
も
の
で
あ
る
。

抽
象
的
規
範
で
あ
る
。
具
体
的
内
容
は
基
本
法
で
充
分
で
あ
る
。

法
令
の
定
ま
っ
て
い
る
手
続
保
障
を
経
る
。

強
い
制
裁
（
刑
罰
、
行
政
処
分
な
ど
）
が
あ
る
た
め
強
い
実
効
性
を
有
す
る
。

権
力
や
強
制
力
を
背
景
と
し
て
い
る
。

ニ
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
現
況

ソフトローの取り扱いに関する問題点

　
規
範
定
立
手
法
と
し
て
非
拘
束
的
合
意
や
決
定
（
ソ
フ
ト
ロ
ー
）
を
扱
う
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
合
意
形
成
を
迅
速
か
つ
柔
軟
に

す
す
め
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
に
あ
り
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
必
ず
し
も
民
主
的
な
合
意
に
よ
ら
な
い
で
同
意
形
成
を
み
る
可
能
性
が
高

い
こ
と
に
あ
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
そ
れ
ま
で
法
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い

現
象
の
整
理
が
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
概
念
が
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
た
め
に
、
議
論
が
混
乱
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
2
一

る
場
合
も
多
い
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

　
ソ
フ
ト
ロ
ー
は
従
来
の
ハ
ー
ド
ロ
ー
で
は
表
現
で
き
な
い
も
の
を
表
現
し
、
こ
ぽ
れ
落
ち
る
も
の
を
拾
う
作
用
を
は
た
す
。
現
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
2
一

法
（
一
霧
一
鋤
邑
に
対
し
、
あ
る
べ
き
法
（
一
露
醇
①
＆
四
）
が
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
お
い
て
表
現
さ
れ
得
る
。
現
行
法
の
法
的
安
定
性
は
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
2
一

要
で
あ
り
、
現
行
秩
序
の
な
か
で
実
際
に
力
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
は
法
的
創

造
性
を
具
現
化
す
る
手
段
で
あ
る
が
、
一
面
で
は
願
望
と
現
実
と
を
混
同
す
る
可
能
性
を
も
含
ん
で
い
る
。

　
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
は
本
来
法
的
拘
束
力
が
な
い
と
さ
れ
る
が
、
一
九
七
〇
年
後
半
か
ら
、
規
制
の
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

的
選
択
肢
と
し
て
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
公
共
性
が
支
配
す
る
領
域
が
、
さ
ま
ざ
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【
4
」

ま
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
基
準
、
い
わ
ば
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
っ
て
急
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
専
門
家
集
団
で

の
自
律
指
針
と
し
て
作
ら
れ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
内
容
が
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
作
成
し
た
専
門
家
の
み
で
な
く
、
広
く
一
般
に
開
か
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
5
］

べ
き
今
日
の
状
況
に
対
応
す
る
。
特
に
、
生
命
医
療
倫
理
の
領
域
は
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
重
要
な
領
域
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
比
較
し
て
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
を
含
む
こ
と
に
よ
る
。
一
方
で
、
医
療
倫
理
関
係
の

ソ
フ
ト
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ヨ
⊆
8
」
と
い
う
文
言
で
は
な
く
、
「
す
べ
き
で
あ
る
（
嘗
2
匡
）
」
と
い
う

文
言
で
表
現
さ
れ
、
医
療
専
門
家
の
よ
り
高
次
の
動
機
に
訴
え
か
け
、
具
体
的
な
文
言
で
な
く
一
般
的
文
言
で
示
さ
れ
る
場
合
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
6
］

く
、
実
効
性
に
薄
く
、
往
々
に
し
て
無
視
さ
れ
る
。

　
医
療
分
野
で
ハ
ー
ド
化
し
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
例
と
し
て
は
、
以
下
の
二
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

＊
ド
イ
ツ
の
医
師
会
は
非
常
に
強
力
な
権
限
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
規
則
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
医
師
免
許
が
剥
奪
さ
れ
る
可
能

　
　
［
7
］

性
が
あ
る
。

＊
ア
メ
リ
カ
医
師
会
倫
理
綱
領
は
、
延
命
治
療
の
停
止
、
医
師
に
よ
る
自
殺
箒
助
、
守
秘
義
務
の
分
野
で
強
制
力
を
有
す
る
し
、
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
6
］

業
界
か
ら
医
師
へ
の
贈
与
に
関
し
て
は
教
育
的
な
実
効
性
を
示
す
。

　
日
本
に
お
い
て
も
、
医
療
に
関
す
る
事
象
に
つ
い
て
、
法
が
介
入
す
る
場
面
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
ソ
フ
ト
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
8
］

の
作
成
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
医
療
に
お
け
る
法
化
現
象
と
い
う
べ
き
も
の
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
常
的
な
診
療
レ
ベ

ル
で
も
、
先
端
医
療
や
医
学
研
究
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
そ
の
大
半
の
事
例
で
、
法
律
と
い
う
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
8
］

規
範
化
と
学
会
等
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
規
範
化
の
ど
ち
ら
で
ゆ
く
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
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三
　
医
療
に
お
け
る
規
制

　
一
般
に
科
学
技
術
に
対
し
て
は
、
科
学
者
あ
る
い
は
学
会
等
科
学
者
の
共
同
体
の
自
主
規
制
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
医
療
と
そ

れ
を
支
え
る
医
学
や
生
命
科
学
は
、
人
の
生
命
を
扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
規
律
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と
思
料
さ

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
9
｝

　
斉
藤
は
、
医
師
の
医
療
行
為
に
対
す
る
規
制
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
と
い
う
。

（
1
）
　
医
療
倫
理
四
原
則
”

＊
自
律
的
患
者
の
意
思
決
定
を
尊
重
せ
よ
と
い
う
自
律
尊
重
原
則

＊
患
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
の
を
避
け
よ
と
い
う
無
危
害
原
則

＊
患
者
に
利
益
を
も
た
ら
せ
と
い
う
善
行
原
則

＊
利
益
と
負
担
を
公
平
に
配
分
せ
よ
と
い
う
正
義
原
則

（
2
）
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
私
的
指
針
、
制
裁
な
し
）

（
3
）
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
（
医
師
会
規
程
な
ど
。
法
的
拘
束
力
は
な
い
が
、
制
裁
や
実
効
性
の
あ
る
も
の
）

（
4
）
　
ハ
ー
ド
ロ
ー
（
法
令
、
法
的
拘
束
力
が
あ
る
も
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
7
一

　
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
に
は
、
幾
つ
か
の
種
類
が
あ
り
、
そ
の
性
質
に
応
じ
て
規
制
の
程
度
も
異
な
っ
て
く
る
と
思
料
さ
れ
る
。

　
国
の
作
る
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
に
は
、
法
律
に
基
づ
く
指
針
と
法
律
に
基
づ
か
な
い
指
針
と
が
あ
る
。
前
者
は
、
法
律
が
そ

の
実
施
の
た
め
に
詳
細
な
事
項
や
手
続
は
指
針
に
よ
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
、
指
針
を
作
成
し
適
用
す
る
根
拠
が
元
の
法
律
に
あ

る
た
め
、
そ
の
法
律
の
範
囲
内
で
法
律
と
同
じ
拘
束
力
が
あ
り
、
指
針
に
は
罰
則
が
明
記
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
根
拠
と
な
る
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

に
罰
則
規
定
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
。
後
者
は
、
行
政
機
関
が
政
策
の
効
果
的
な
実
施
と
行
政
の
効
果
的
で
安
全
な
運
営
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の
た
め
に
一
定
の
基
準
を
決
め
て
、
そ
れ
に
従
う
よ
う
求
め
る
も
の
で
、
こ
の
場
合
法
的
拘
束
力
は
な
い
。
し
か
し
、
指
針
に
従
わ

な
い
場
合
に
は
許
認
可
が
取
り
消
さ
れ
た
り
、
審
査
が
厳
し
く
な
る
等
の
具
体
的
な
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
更
に
、
専
門
家
集
団
が
自
主
規
制
と
し
て
作
成
す
る
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
が
あ
り
、
法
的
拘
束
力
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の

よ
う
な
学
会
や
協
会
等
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
故
意
に
従
わ
な
い
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
最

大
の
制
裁
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
た
学
会
や
協
会
か
ら
の
除
名
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
先
に
示
し

た
ド
イ
ツ
医
師
会
規
則
や
ア
メ
リ
カ
医
師
会
倫
理
綱
領
の
よ
う
な
強
制
的
な
力
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。

　
日
本
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
医
療
に
お
け
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
法
的
拘
束
力
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
即
ち
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
法
的
拘
束
性
を
裁
判
例
の
中
に
見
出
し
、
裁
判
例
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
結
果
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
判
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
判
例
マ
ス
タ
ー
」
第
三
六
版
を
用
い
て
、
昭
和
二
二
年
九
月
一
五
日
か
ら
平
成
一
八
年
四
月
二
五
日
ま
で

の
全
判
例
を
対
象
と
し
て
、
医
療
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
指
針
・
告
示
・
通
達
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
検
索
を
行
っ
た
。
収
録
判
例
数

二
九
、
一
〇
八
件
の
う
ち
、
医
療
に
か
か
わ
っ
た
も
の
が
二
、
五
一
二
件
、
前
記
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
り
検
索
し
た
も
の
が
三
二
件

で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
三
件
、
指
針
五
件
、
告
示
壬
二
件
、
通
達
六
件
が
あ
っ
た
。
医
療
に
関
係
な
く
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
及
び
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
検
索
す
る
と
四
三
件
が
該
当
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
医
療
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
裁

判
例
に
お
い
て
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
は
殆
ど
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
反
す
る
こ
と
を
違
法
で

あ
る
と
示
し
た
下
級
審
判
例
も
み
ら
れ
た
。
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四
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
等
が
刑
事
手
続
き
及
び
民
事
手
続
き
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
事
例

　
ソ
フ
ト
ロ
ー
等
が
刑
事
手
続
き
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
「
志
摩
半
島
上
空
日
航
機
機
体
乱
降
下
事
件
」
平
成
一
六

年
七
月
三
〇
日
名
古
屋
地
裁
判
決
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
乗
員
乗
客
ら
が
死
傷
し
た
事
故
に
つ
い
て
、
航
空
機
事
故
調
査
報
告
書
を

証
拠
か
ら
排
除
せ
ず
、
刑
訴
法
三
二
一
条
四
項
を
準
用
し
鑑
定
書
と
し
て
証
拠
能
力
を
認
め
、
同
機
の
機
長
の
過
失
は
認
め
ら
れ
な

い
と
さ
れ
た
。

　
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
医
療
過
誤
の
民
事
手
続
き
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
「
未
熟
児
網
膜
症
姫
路
日
赤
事
件
」
平
成
七
年

六
月
九
日
最
高
裁
判
決
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
光
凝
固
法
の
治
療
基
準
に
つ
い
て
一
応
の
統
｝
的
指
針
が
得
ら
れ
た
の
が
昭
和
五
〇

年
八
月
以
降
で
あ
る
こ
と
の
み
か
ら
、
昭
和
四
九
年
一
二
月
に
出
生
し
た
未
熟
児
の
未
熟
児
網
膜
症
の
発
生
に
つ
い
て
、
当
該
病
院

に
当
時
の
医
療
水
準
を
前
提
と
し
た
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
は
、
医
療
水
準
に
つ
い
て
の
解
釈

適
用
を
誤
っ
た
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
医
療
過
誤
の
民
事
手
続
き
に
使
用
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
以
下
の
三
事
例
が
あ
る
。

（
1
）
　
平
成
一
八
年
七
月
二
八
日
の
束
京
地
裁
で
の
損
害
賠
償
請
求
事
件
。
黄
斑
部
網
膜
上
膜
形
成
症
に
対
す
る
手
術
後
に
生
じ
た

　
　
頑
固
な
頭
痛
に
鍼
灸
・
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
イ
ッ
ク
・
指
圧
が
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
「
慢
性
頭
痛
の
診
療
ガ
イ

　
　
ド
ラ
イ
ン
」
に
お
い
て
、
指
圧
は
頚
部
指
圧
に
限
定
し
て
行
う
よ
う
に
勧
め
ら
れ
、
鍼
灸
は
根
拠
が
明
確
で
な
く
、
カ
イ
ロ
プ

　
　
ラ
ク
テ
イ
ッ
ク
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
判
決
で
は
、
慢
性
頭
痛
の
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
言
及
さ
れ
て
い
な
く

　
　
と
も
、
鍼
灸
や
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
イ
ッ
ク
の
頭
痛
へ
の
効
果
を
、
実
際
の
診
察
に
あ
た
っ
た
医
師
と
原
告
自
身
の
供
述
に
よ
り
、

　
　
い
ず
れ
も
有
効
と
認
め
て
い
る
。

（
2
）
　
平
成
一
八
年
四
月
二
六
日
の
東
京
地
裁
で
の
損
害
賠
償
請
求
事
件
。
肺
癌
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
乙
B
1
）
（
以
下
「
ガ
イ
ド
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表2　ガイドラインに関連する医療過誤裁判例

最高裁判例データベース （検索1医療過誤and ガイドライン）

番号 裁判所名 判決日 事件番号 項目 判示事項

（前略）・

鍼灸、カイロプラクティク及び指圧が、原告の

頭痛の症状に対して有効であるかにつき検討す

る。・　（中略）・…これらの点からすれば、

鍼灸、カイロプラクティック及び指圧が、原告

の頭痛の症状に対して有効であると認められる。

1 東京地裁 Hl8．7。28 平成16（ワ）25179
なお、頭痛に対する各種の非薬物療法の有効性

にっいて検討した文献（慢性頭痛の診療ガイド

ライン・乙B4）においては、指圧については

頸部指圧に限定して、行うよう勧められるとさ

れており、鍼灸については、行うよう勧めるだ

けの根拠が明確でないとされている。また、カ

イロプラクティクについては言及されていない。

（後略）・

（前略）・

肺癌診療ガイドライン（乙B1）（以下「ガイト

ライン」という）は、胸腔鏡下肺葉・区域切除

術（VATS）について、現時点では統計学的に

①
明らかな優位性が立証されているわけでもない

〕 が、多くの記述研究からはその有用性が窺われ

ることも又事実であると評価しており、十分な

症例数を持ったランダム化比較試験が行われて

いなくとも、各施設の報告等でも5年生存率を

認定できる。・　（後略）・

（前略）・

臨床的（c）Stage　I　a期を前提とした場合に

2 東京地裁 Hl8．4．26 平成17（ワ）10681 おける5年生存率についてみると、ガイドライ

ンの全国統計が全国の303施設を対象とし、症

例数が7408例の肺癌手術例をもとに算定したも

のであるのに対し、岡山日赤の症例は1施設の

成績で症例数も289にとどまること、岡山日赤
⑨
） のテータは、ホームページに掲載されたもので

あり、医学論文に発表されたものと同等に評価

することにはいささか躊躇せざるを得ないこと、

胸腔鏡下肺葉・区域切除術は高度の技術が必要

な標準化されていない手術で施設間の治療成績

の格差が大きいこと、そもそも原告が岡山日赤

で肺癌の胸腔鏡下肺葉・区域切除術をうけたの
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てはないこと、前記一4及び5で認定したよう

に十分な症例数有するランダム化比較試験が存

在しないため胸腔鏡下肺葉・区域切除術が標準

開胸手術に比べて予後が優れていると確定的に

結論付けることはできないこと等に照らすと、

岡山日赤の手術成績は、一般性あるいは信頼が

ガイドラインの全国統計と比べて不足しており、

判決の基礎として採用することはてきないとい

わさるを得ない。・一・（後略）・

（前略）・

このように、C教諭は、Bに対し柔道の授業を

受けることの意思を確認し、同人の健康面に配

慮した対応を行い、柔道の授業にも段階を踏ん

で無理のないように実施していたものであり、

他方Bは喘息の持病を有していたとはいえ、他

の生徒と同じように試合形式を含む柔道の授業

を受け、これをこなしていたものてある。さら

にBが本件事件当時、高校1年生であったこと

に鑑みると、単なる授業以Lに激しいことが予

想される場合や、Bが自ら体調の不調を訴えた

3 仙台地裁 H14．3．18 平成9（ワ）1282 り、練習試合の内容からしてこれを行うことが

危険であることなとを申告したような場合てな

い限り、練習試合を行わせるべきてはなかった

と認めることは困難というべきである。（現に

アレルキー疾患治療ガイドライン（乙15）によ

れば、喘息患者は、運動、スポーツを避ける必

要かなく、むしろ患者が自分て希望する運動、

スポーツに参加して、喘息症状かてないことを

喘息管理の目標とすると記載されており、柔道

についても、これを禁忌とする特段の事情は見

られないというべきてある。）・　（後略）
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ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
は
、
胸
腔
鏡
下
肺
葉
・
区
域
切
除
術
（
V
A
T
S
）
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
は
統
計
学
的
に
明
ら
か
な
優
位

　
　
性
が
立
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
多
く
の
記
述
研
究
か
ら
は
そ
の
有
用
性
が
窺
わ
れ
る
こ
と
も
又
事
実
で
あ
る
と
評

　
　
価
し
て
お
り
、
十
分
な
症
例
数
を
持
っ
た
ラ
ン
ダ
ム
化
比
較
試
験
が
行
わ
れ
て
い
な
く
と
も
、
各
施
設
の
報
告
等
で
も
五
年
生

　
　
存
率
を
認
定
で
き
る
と
し
て
、
判
決
で
は
肺
癌
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
評
価
を
受
け
入
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
平
成
一
四
年
三
月
八
日
の
仙
台
地
裁
で
の
損
害
賠
償
請
求
事
件
。
C
教
諭
は
、
B
に
対
し
柔
道
の
授
業
を
受
け
る
こ
と
の
意

　
　
思
を
確
認
し
、
同
人
の
健
康
面
に
配
慮
し
た
対
応
を
行
い
、
柔
道
の
授
業
に
も
段
階
を
踏
ん
で
無
理
の
な
い
よ
う
に
実
施
し
て

　
　
い
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
B
は
喘
息
の
持
病
を
有
し
て
い
た
と
は
い
え
、
他
の
生
徒
と
同
じ
よ
う
に
試
合
形
式
を
含
む
柔
道
の

　
　
授
業
を
受
け
、
こ
れ
を
こ
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
B
が
本
件
事
件
当
時
、
高
校
一
年
生
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る

　
　
と
、
単
な
る
授
業
以
上
に
激
し
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
や
、
B
が
自
ら
体
調
の
不
調
を
訴
え
た
り
、
練
習
試
合
の
内
容
か

　
　
ら
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
危
険
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
申
告
し
た
よ
う
な
場
合
で
な
い
限
り
、
練
習
試
合
を
行
わ
せ
る
べ
き
で

　
　
は
な
か
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
（
現
に
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
喘
息
患
者

　
　
は
、
運
動
、
ス
ポ
ー
ツ
を
避
け
る
必
要
が
な
く
、
む
し
ろ
患
者
が
自
分
で
希
望
す
る
運
動
、
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
し
て
、
喘
息
症
状
が
で
な

　
　
い
こ
と
を
喘
息
管
理
の
目
標
と
す
る
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
柔
道
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
禁
忌
と
す
る
特
段
の
事
情
は
見
ら
れ
な
い
と
い

　
　
う
べ
き
で
あ
る
。
）
こ
こ
で
も
、
ア
レ
ル
ギ
ー
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
が
判
決
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
1
0
一

　
河
原
は
、
輸
血
関
連
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
裁
判
規
範
と
し
て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省

か
ら
、
一
九
九
九
年
に
「
血
液
製
剤
の
使
用
指
針
」
と
「
輸
血
療
法
の
実
施
に
関
す
る
指
針
」
が
だ
さ
れ
た
。
輸
血
関
連
判
例
は
一

九
四
七
年
九
月
一
五
日
か
ら
二
〇
〇
四
年
二
月
二
一
日
の
期
間
に
一
〇
二
件
存
在
し
た
。
こ
の
中
で
、
輸
血
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
判

旨
に
引
用
さ
れ
た
の
は
、
「
エ
ホ
バ
の
証
人
の
家
に
よ
る
輸
血
拒
否
事
件
（
東
京
高
裁
判
決
平
成
一
〇
年
二
月
九
日
）
一
例
で
あ
る
。

又
、
古
く
は
、
旧
厚
生
省
が
通
知
で
示
し
た
「
輸
血
に
関
し
医
師
及
び
歯
科
医
師
が
準
拠
す
べ
き
基
準
（
厚
生
省
令
昭
和
二
七
年
）
」
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に
基
づ
い
て
判
決
が
下
さ
れ
た
「
不
適
合
輸
血
事
件
へ
福
島
地
裁
会
津
若
松
支
部
判
決
一
昭
和
三
五
年
｝
月
二
七
日
）
が
あ
る
。
輸
血

関
連
訴
訟
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
甚
だ
少
な
い
こ
と
は
、
内
容
に
乏
し
い
初
期
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は

各
々
の
訴
訟
の
個
別
案
件
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

五
　
医
療
に
お
け
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
有
効
性
に
つ
い
て

ノフトローの取り扱いに関する問題点

　
医
療
に
お
け
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
、
米
国
の
冒
答
9
9
9
♂
①
島
息
毫
の
定
義
（
｝
九
九
〇
年
）
が
以
下
の
よ
う
な
概

念
を
示
し
て
い
る
。
．
．
Ω
ぎ
8
巴
も
轟
臼
一
8
臓
三
α
色
ぎ
Φ
貰
O
ω
遂
冨
ヨ
讐
8
巴
ξ
匹
Φ
＜
巴
o
O
①
α
雪
象
O
ヨ
①
昇
ω
8
霧
巴
簿
O
『
霧
亭

鉱
O
⇒
R
餌
コ
α
〇
四
二
①
具
α
8
邑
O
房
騨
σ
O
日
餌
も
O
賊
O
O
ユ
象
巴
冨
巴
9
0
鋤
お
8
『
呂
9
庄
o
島
三
S
一
含
容
⊆
ヨ
ω
量
ま
窃
●
（
特
定
の
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
1
一

床
状
況
に
お
い
て
、
適
切
な
判
断
を
行
う
た
め
に
、
臨
床
医
と
患
者
を
支
援
す
る
目
的
で
系
統
的
に
作
成
さ
れ
た
文
書
）
）
。
一
般
に
、
強
制

力
は
、
規
制
（
力
紹
三
器
○
霧
）
〉
指
令
（
9
お
＆
o
霧
）
V
勧
告
（
窄
8
ヨ
目
窪
3
二
聲
）
〉
指
針
（
〇
三
号
言
①
）
の
順
で
強
い
。
北
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
1
0
一

で
は
、
勧
告
と
指
針
は
同
等
と
さ
れ
る
。

　
河
原
は
、
医
療
の
標
準
化
、
E
B
M
（
根
拠
に
基
づ
い
た
医
療
）
の
遂
行
の
た
め
、
診
療
各
科
・
各
分
野
で
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
医
療
の
質
の
向
上
を
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
い
る
が
、
有
効
性
の
多
く
は
検
証
さ
れ
て

　
　
　
　
【
1
0
一

い
な
い
と
す
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
ハ
ー
ド
ロ
ー
化
す
る
傾
向
が
強
い
今
日
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
適
切
な
も
の
で
な
い
な
ら
、

そ
れ
を
作
成
し
た
専
門
家
集
団
（
学
会
や
協
会
等
）
の
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
事
態
を
招
く
。

　
ど
の
く
ら
い
の
患
者
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
と
合
致
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
六
〇
～
九
五
％
の
患
者
を
カ
バ

ー
す
る
が
四
〇
％
の
患
者
の
こ
と
は
カ
バ
ー
せ
ず
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
カ
バ
ー
し
な
い
四
〇
％
の
患
者
に
つ
い
て
は
医
師
の
裁
量
の

　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
一

範
囲
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
今
後
、
こ
の
医
師
の
裁
量
部
分
に
つ
い
て
、
法
が
ど
う
判
断
す
る
か
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
料

473



法学研究80巻12号（2007：12）

さ
れ
る
。
そ
の
他
医
療
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
医
療
訴
訟
に
お
い
て
医
療
水
準
の
下
の
線
を
引
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
他

に
、
診
療
報
酬
の
査
定
の
根
拠
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
更
に
、
最
近
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
時
に
医
師
や
専
門
家
ば
か
り

で
な
く
、
市
民
団
体
や
患
者
か
ら
の
参
加
者
を
加
え
る
動
き
が
で
て
き
て
お
り
、
最
終
的
に
医
療
を
良
く
す
る
た
め
に
有
効
な
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
さ
れ
て
い
る
。

　
又
、
一
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
複
数
の
専
門
家
団
体
が
、
内
容
の
異
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
作
成
す
る
と
い
う
事
態

が
生
じ
る
場
面
が
あ
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
ハ
ー
ド
ロ
ー
化
す
る
今
日
に
お
い
て
、
訴
訟
の
現
場
で
は
、
内
容
の
異
な
る
複
数
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
が
乱
立
す
る
場
合
、
ど
こ
に
法
的
判
断
の
基
準
を
置
く
べ
き
か
、
決
断
に
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例

と
し
て
、
具
体
的
に
、
異
状
死
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
乳
幼
児
突
然
死
症
候
群
“
ω
q
α
α
窪
『
富
筥
O
雷
誓
oo
《
p
母
o
ヨ
①
（
S
I
D
S
）

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
双
方
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
れ
も
日
本
法
医
学
会
が
関
与
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
双
方
を
以
下
に

紹
介
す
る
。
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六
　
異
状
死
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
S
I
D
S
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
比
較

　
こ
こ
で
は
、
何
れ
も
近
年
の
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
り
、
何
れ
に
も
日
本
法
医
学
会
が
関
与
し
て
い
る
二
つ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
即
ち
異
状

死
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
S
I
D
S
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
の
比
較
を
試
み
る
。
双
方
と
も
、
こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
複
数
の
専
門
家

集
団
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
反
映
し
た
複
数
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
が
打
ち
出
さ
れ
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
乱
立
を
招
い
た
こ
と
が
共

通
す
る
他
、
以
下
の
検
討
項
目
と
し
て
示
さ
れ
る
幾
つ
か
の
点
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
が
類
似
し
て
い
る
。
比
較
の
為
の
検
討
項
目

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
＊
定
義



＊
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
乱
立

＊
憲
法
三
一
・
三
八
条
と
の
関
係

＊
第
三
者
機
関
と
の
関
係

＊
刑
事
免
責

＊
無
過
失
補
償
制
度

ノフトローの取り扱いに関する問題点

（
1
）
　
定
義
に
つ
い
て

　
そ
れ
ぞ
れ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
基
と
な
る
「
異
状
死
」
と
「
S
I
D
S
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
以
下
に
言
述
す
る
。

　
医
師
法
二
一
条
に
よ
り
医
師
に
は
異
状
死
届
け
出
義
務
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
届
け
出
る
べ
き
異
状
死
の
法
的
定
義
が
存
在
し

な
い
。
こ
の
こ
と
は
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
。

　
S
I
D
S
の
日
本
に
お
け
る
定
義
は
、
幾
つ
か
の
変
遷
を
経
て
、
厚
生
労
働
省
研
究
班
に
よ
り
平
成
一
七
年
三
月
に
「
そ
れ
ま
で

の
健
康
状
態
お
よ
び
既
往
歴
か
ら
そ
の
死
が
予
測
で
き
ず
、
し
か
も
死
亡
状
況
調
査
及
び
解
剖
検
査
に
よ
っ
て
も
そ
の
原
因
が
同
定

さ
れ
な
い
、
原
則
と
し
て
一
歳
未
満
の
児
に
死
を
も
た
ら
し
た
症
候
群
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
乱
立

　
異
状
死
と
そ
の
届
け
出
に
関
し
て
は
、
医
師
法
一
二
条
・
国
立
病
院
報
告
・
国
立
病
院
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
外
科
学
会
ガ
イ
ド
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
1
3
一

ン
・
法
医
学
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
五
者
が
あ
る
。
こ
の
五
者
の
相
違
に
関
し
て
は
、
表
1
に
掲
載
す
る
。
又
、
S
I
D
S
の
診
断
に

関
し
て
は
、
旧
厚
生
省
研
究
班
・
日
本
S
I
D
S
学
会
・
文
部
省
科
学
研
究
費
研
究
報
告
書
（
法
医
学
者
集
団
に
よ
る
）
・
厚
生
労
働

省
研
究
班
の
四
者
が
あ
る
。
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表1　異状死ガイドラインの相違

医師法21条 国立病院報告 国立病院マニュアル 外科学会ガイドライン

対象 死体・死産児 死亡または結果が

重大

死亡または障害

（その疑い）

死亡または重大な障

害

主体 検案した医師 医師P 施設長 診療に従事した医師

状況 異状（法医学会＝

過失・過誤の有無

を問わない）

医療行為にっいて刑

事責任を問われる可

能性のある場合

医療過誤による 重大な医療過誤の強

い疑いなんらかの医

療過誤が明らか

義務 24時間以内に所

轄警察署へ届出

速やかに警察署長へ

連絡

速やかに所轄警察

署へ届出

速やかに所轄警察署

へ報告

（出典：児玉安司「医師法21条をめくる混迷」）

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
が
乱
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
異
状
死
に
つ
い
て
も
、
S
I
D
S

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
乱
立
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
相
互
の
内
容
は
異
な
る

部
分
を
含
ん
で
い
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
何
を
異
状
死
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
五
つ

の
異
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
記
載
が
あ
り
、
何
を
S
I
D
S
と
診
断
す
る
か
に
つ

い
て
は
四
つ
の
異
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
記
載
が
あ
る
。

　
異
状
死
あ
る
い
は
そ
の
届
け
出
に
つ
い
て
、
日
本
法
医
学
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、

き
わ
め
て
広
汎
に
異
状
死
体
の
概
念
が
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
死
因
究
明
が
重
視
さ

れ
、
診
療
に
携
わ
っ
た
医
師
の
刑
事
責
任
や
自
己
負
在
拒
否
特
権
は
問
題
と
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
臨
床
系
学
会
か
ら
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
対
す
る
反
発

が
あ
っ
た
。
国
立
病
院
報
告
で
は
、
医
療
行
為
に
つ
い
て
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
速
や
か
に
警
察
署
長
へ
連
絡
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
届

け
出
の
主
体
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
国
立
病
院
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
医
療
過
誤
あ
る

い
は
そ
の
疑
い
の
有
る
場
合
、
施
設
長
が
速
や
か
に
所
轄
警
察
署
へ
届
け
出
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。
外
科
学
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
診
療
に
従
事
し
た
医
師
は
重
大

な
医
療
過
誤
の
強
い
疑
い
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
医
療
過
誤
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合

の
み
速
や
か
に
所
轄
警
察
署
へ
報
告
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
法
医
学
会
以
外
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
お
け
る
医
療
に
関
わ
る
異
状
死
届
け
出
の
対
象
は
、
日
本
法
医

学
会
の
も
の
と
比
較
し
て
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
法
医
学
会
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
制
定
時
、
医
療
事
故
が
刑
事
事
件
化
す
る
と
い
う
昨
今
の
状
況
は
視
野
に
な
か
っ
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た
た
め
、
広
汎
な
異
状
死
体
概
念
を
唱
え
た
も
の
と
、
思
料
さ
れ
て
い
る
。

　
四
つ
の
S
I
D
S
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で
、
文
部
省
研
究
報
告
は
主
と
し
て
日
本
法
医
学
会
の
意
見
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

日
本
小
児
科
学
会
・
日
本
新
生
児
学
会
の
意
見
を
強
く
反
映
す
る
厚
生
省
研
究
班
、
日
本
S
I
D
S
学
会
の
診
断
の
手
引
き
等
と
の

間
に
、
相
違
点
が
あ
っ
た
。
特
に
、
S
I
D
S
の
定
義
に
お
い
て
S
I
D
S
の
月
例
や
年
齢
・
解
剖
の
有
無
を
ど
う
取
り
扱
う
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
1
4
一

う
つ
ぶ
せ
寝
や
吐
乳
吸
引
が
窒
息
の
原
因
と
な
り
得
る
か
等
の
問
題
を
ど
う
取
り
扱
う
か
に
つ
い
て
相
違
点
が
あ
っ
た
。
平
成
一
七

年
三
月
の
厚
生
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
こ
の
三
者
間
の
相
違
点
と
訴
訟
の
場
へ
の
影
響
等
を
意
識
的
に
考
慮
し
て
作
成
さ
れ
た
。

こ
の
最
終
的
な
S
I
D
S
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
未
だ
訴
訟
の
場
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
現
状
の
学
会
に
よ
る
規
制
の
問
題
点
は
、

（
1
）
　
学
会
は
任
意
加
入
に
と
ど
ま
る

（
2
）
　
自
主
規
範
で
あ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
強
制
力
が
な
い

（
3
）
　
医
師
会
や
学
会
レ
ベ
ル
で
の
自
己
自
律
が
充
分
に
で
き
て
い
な
い
為
刑
事
司
法
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い

（
4
）
　
内
容
が
時
と
共
に
変
化
す
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
で
あ
り
、
現
に
S
I
D
S
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
時
と
と
も
に
変
遷
し
て
き
た
。

　
異
状
死
お
よ
び
S
I
D
S
を
め
ぐ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
乱
立
と
い
う
状
況
の
双
方
に
、
日
本
法
医
学
会
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。

他
の
医
学
関
係
の
学
会
や
協
会
と
の
、
医
療
を
め
ぐ
る
相
互
関
係
に
お
い
て
、
今
日
の
日
本
法
医
学
会
の
立
脚
す
る
見
解
が
特
殊
な

も
の
と
な
り
や
す
い
こ
と
が
今
日
の
状
況
で
あ
る
よ
う
に
思
料
さ
れ
る
。

（
3
）
　
憲
法
＝
二
条
及
び
三
八
条
と
の
関
係
・
第
三
者
機
関
と
の
関
係
・
刑
事
免
責
・
無
過
失
補
償
制
度

医
師
法
一
二
条
に
よ
り
医
師
に
は
異
状
死
届
け
出
義
務
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
異
状
死
の
法
的
定
義
が
存
在
せ
ず
、

主
と
し
て
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日
本
法
医
学
会
の
異
状
死
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
異
状
死
届
け
出
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
憲
法
三
一
条
に
よ
る
罪
刑

法
定
主
義
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
日
本
法
医
学
会
の
異
状
死
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
憲
法
三
一
条

に
関
連
す
る
罪
形
法
定
主
義
の
み
な
ら
ず
、
三
八
条
に
関
連
す
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
視
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
第
三
者
機
関
や
刑
事
免
責
、
無
過
失
補
償
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
異
状
死
に
つ
い
て
は
、
医
療
関
連

死
と
の
関
係
か
ら
具
体
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
S
I
D
S
を
含
む
異
状
死
届
け
出
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
具
体
化
の
動
き
は
み
ら
れ

な
い
。
異
状
死
及
び
S
I
D
S
の
届
け
出
の
双
方
に
つ
い
て
、
無
過
失
補
償
制
度
は
理
想
的
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
そ
の
財
源
の

不
足
が
現
実
的
な
問
題
と
な
る
。
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七
　
結
　
語

　
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
法
の
有
る
べ
き
姿
を
追
究
す
る
も
の
と
し
て
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
ハ
ー
ド
ロ
ー
化
の
傾
向

が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
今
日
の
傾
向
で
あ
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
指
針
は
法
律
で
は
な
く
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
範
疇
に
含
ま
れ
る

こ
と
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
刑
事
上
の
適
用
を
巡
っ
て
は
、
罪
刑
法
定
主
義
に
違
反
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

ソ
フ
ト
ロ
ー
形
成
の
過
程
で
は
、
必
ず
し
も
民
主
的
な
合
意
に
よ
ら
な
い
で
同
意
形
成
を
み
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
有
効
性
も
通

常
は
検
証
さ
れ
な
い
。
又
、
異
状
死
や
S
I
D
S
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
に
関
わ
る
複
数
の
異
な
る
専
門
家
集
団

が
、
内
容
の
異
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
複
数
作
成
す
る
状
況
で
は
、
訴
訟
等
の
場
面
で
、
い
ず
れ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
規
範
と
す
べ

き
か
の
決
定
に
困
難
が
生
じ
る
。

　
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
医
療
に
介
入
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
に
沿
う
判
決
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
作
成
し
た
学

会
の
責
任
が
問
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
。
ソ
フ
ト
白
1
で
あ
れ
ハ
ー
ド
ロ
ー
で
あ
れ
、
そ
の
介
入
が
よ
り
良
い
医
療
に



ソフトローの取り扱いに関する問題点

つ
な
が
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
な
ぜ
法
が
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
理
由
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
法
の
形
式

と
内
実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
思
料
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ク
リ
ニ
カ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
即
ち
、
保
健
医
療
機
関
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
モ
ニ
タ
ー
や
チ
ェ
ッ
ク
と
、
関

係
者
へ
の
説
明
責
任
に
対
す
る
体
系
的
な
過
程
の
構
築
が
望
ま
れ
て
い
る
が
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
医
療
水
準
を
示
す
一
助
と
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
誰
が
そ
れ
を
形
成
し
、
そ
の
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
わ
せ
る
の
が
望
ま
し
い
か
検
討
す
る
こ
と

が
今
後
重
要
な
課
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
＊
　
本
稿
は
以
下
の
協
力
者
と
の
共
同
研
究
で
あ
る
。
大
場
勲
（
前
慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
）
、
藤
谷
克
己
、
河
原
和
夫
（
東

　
京
医
科
歯
科
大
学
大
学
院
医
歯
学
総
合
研
究
専
攻
医
療
政
策
学
講
座
政
策
科
学
分
野
）
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